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○新潟市ラブホテル建築等規制条例別表第１第７号に規定する構造又は設備 

昭和59年４月４日告示第70号 

新潟市ラブホテル建築等規制条例別表第１第７号に規定する構造又は設備 

新潟市ラブホテル建築等規制条例（昭和59年新潟市条例第１号）別表第１第７号に規定する構造

又は設備を次のとおり定めたので，新潟市ラブホテル建築等規制条例施行規則（昭和59年新潟市規

則第３号）第９条の規定に基づき告示する。 

１ 18平方メートル以下の１人部屋の床面積の合計が全客室の床面積の合計の３分の１以上を占め

る構造 

２ ダブルベッドを備える部屋の数が全客室数の10分の１を超えない構造 

３ 客の性的感情を刺激しない清そな内装，照明，装置，装飾品等の内部設備等 

４ この告示は，公示の日から施行する。 


